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（一社）日本環境衛生施設工業会

 1962年、廃棄物処理施設や公害防止装置の設計・製造・施工
を行うメーカーにより設立

（環境省所管の公益法人、会員数20社）

 廃棄物関連施設整備事業の健全な普及を目的とし各種委員会、
分科会活動を組織・運営し、調査・研究活動を実施

当工業会のご紹介
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一般社団法人 日本環境衛生施設工業会
（ＪＥＦＭＡ，Japan Environmental Facilities Manufacturers Association)

技術委員会 委員会社一覧
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１. 改正大気汚染防止法への対応

出典：環境省 改正大気汚染防止法（水銀大気排出規制）説明会資料

 廃棄物焼却施設は改正大気汚染防止法の規制対象
 規模（排出ガス量）に応じ、年間２ないし３回の計測を実施
 排出基準は 30μg/Nm3（旧施設：50μg/Nm3 ）
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①活性炭吹込みによる吸着除去
⇒ほぼ全ての施設で採用される主流対策

②液体キレートによる除去
⇒水銀以外の排ガス規制物質に対応するために
発注者が湿式洗煙を指定する場合に採用される
（交付金対象外となり減少傾向）

③活性炭吸着塔による除去
⇒採用事例は限定的

ごみ焼却施設における水銀排出防止対策

２. 対応技術

 法改正前後で処理技術に変化は見られない
 発注者（自治体）が作成する要求水準書にて、水銀排出防止
設備の設置、種別が明示されている

 受注者の技術提案により上乗せ対策が採用される場合もある
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３. 測定状況（直近４か年）

出典：環境省 大気排出基準等専門委員会資料(第9,10,11,12回)

一般廃棄物処理施設
（測定結果提供施設数）

初回測定時
基準値超過
施設数

再測定を含めた
基準値内
施設割合

備考

平成30年度 2,171 65 99.8％ 4施設再測定で超過
2施設は再測定未実施

令和元年度 2,190 82 99.6％ 7施設再測定で超過
6施設は再測定未実施

令和２年度 2,073 50 99.8％ 4施設再測定で超過

令和３年度 2,020 49 99.8％ 3施設再測定で超過
1施設は再測定未実施

⇒再測定後に基準値を超過した施設は
住民への再度周知、搬入委託業者への教育、受入検査の強化、活性炭噴霧の確認
等を実施することで、
次回測定時には基準値をクリア
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４. おわりに

 一般廃棄物焼却施設は改正大防法に対応した設備設計
ならびに施設管理がなされている

 処理方式は活性炭吹込み方式が主流となっている

 直近４か年の測定実績では99.6%以上の施設が基準値を遵守
した運転管理ができている

 適切な施設管理ならびに市民への啓発活動を継続することで、今
後も適切な管理が継続できるものと考えられる



ご静聴ありがとうございました。
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